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 この「業務仕様書」（以下「仕様書」という。）は、岩手県（以下「県」という。）が実

施する「県内高校生に向けた農業大学校の教育高度化情報発信委託業務」（以下「本業

務」という。）に係る受託候補者の選定に関して、県が、契約する事業者（以下「受託

者」という。）に要求する本業務の概要や仕様を明らかにし、企画コンペに参加しようと

する者の提案に具体的な指針を示すものである。 

 

１ 基本事項 

⑴ 業務の名称 

   県内高校生に向けた農業大学校の教育高度化情報発信委託業務 

 

⑵ 趣旨及び目的 

県内高校生の就農意欲の喚起を図るため、高校生向け雑誌を活用し、岩手県立農業大

学校の教育高度化の取組情報を発信することで、岩手県立農業大学校を進路として意

識していただく。 

 

２ 事業概要について 

⑴ 業務内容 

   岩手県立農業大学校の教育高度化の取組について記事広告を制作し、高校生をター

ゲットとした雑誌で発信すること。 

⑵ 仕様 

記事広告：１本（取材込み） Ａ４見開きカラー２ページ 

⑶ 記事広告の掲載時期 

10～12月頃 

⑷ 実績報告書の作成 

上記に係る実施経緯及び結果をまとめた実績報告書を、書面及び電子データ

（MicrosoftWord又は PowerPoint形式）で提出すること。  

⑸ 留意事項 

以下の事項に留意し、事業を実施すること。 

・ 県内高校生に対する露出を可能な限り大きくするとともに、興味を引く内容とな

るよう配慮すること。 

・ 岩手県立農業大学校の教育高度化の取組について十分に理解した上で事業を実施

すること。 

 

３ 契約に関する条件 

⑴ 再委託等の制限 
  ア 受託者は、本業務の全部を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。 

イ 受託者は、本業務の一部を第三者に委託することができるが、その際は事前に、再
委託の内容、再委託先（商号又は名称）、その他再委託先に対する管理方法等、必要事
項を県に対して文書で提出し、承諾を得なければならない。 

  
 
 



３ 

 

⑵ 業務履行に係る関係人に関する措置要求 
 ア 県は、本業務の履行につき著しく不適当と認められる場合は、受託者に対して、 

その理由を明示した文書により、必要な措置をとるべきことを請求することができ 

る。 

 イ 県は、上記「(1) 再委託等の制限」イにより受託者から委託を受けた者で本業務
の履行につき著しく不適当と認められる場合は、受託者に対して、その理由を明示
した文書により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 

 ウ 受託者は、上記ア、イによる請求があったときは、当該請求に係る事項について必 
要な措置を講じ、その結果を、請求を受けた日から 10日以内に、県に対して文書に
より通知しなければならない。 

 
⑶ 権利の帰属等 

本業務の実施により作成された報告書又はその利用に関する著作権、所有権等に関
しては、委託料の支払いの完了をもって受託者から県に移転することとする。  

⑷ 機密の保持 

   受託者は、本業務を通じて知り得た情報を機密情報として扱い、目的外の利用並び
に、第三者への開示及び漏えいをしてはならない。契約終了後もまた同様である。 

 

⑸ 個人情報の取扱い 

   個人情報については、個人情報の保護に関する法律（平成 15年法律第 57号）第 66
条第２項において準用する同条第１項の規定による安全管理措置を講ずる義務及び契
約内容の特記事項について遵守しなければならない。 

 
⑹ その他 

この仕様書に記載のない事項については、県と協議のうえ、取扱い等を決定し、業 
務を遂行すること。 

 


